
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

2020年９月 18日に申 1号「『駅業務委託の拡大』（愛子駅）に関する申し入れ」の団体交渉を行いました。

不明な点等ございましたら、地本業務部に連絡を下さい。 
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（1項）今施策の目的の詳細、委託時の体制・業務内容・営業時間を明らかにすること。また、この施策に伴い、今後

の異常時対応の体制等を明らかにすること。尚、この間の委託時の課題を明確にし、この間通り、支社としても

フォローすること。 

（回答）駅業務委託については、当社を取り巻く環境の変化やエルダー社員の雇用の場の確保の必要性などを踏ま

え、駅業務委託のさらなる推進に則り、グループ一体となった効率的な業務執行体制を構築していく考えであ

る。 

      また、異常時対応等については、基本的に受託会社で行うことになるが、必要により管理駅及び地区センタ

ー等で対応することとなる。 

【交渉のポイント】・委託時の体制・業務内容・営業時間は現行と同じ。 

・ポイント不転換対応は必要な教育を行い、習熟度判断は行い対応を出来るようにしていく。（運転適性検査は必要

ない）（愛子駅においては体制を踏まえ、当面は現地責任者の取扱いは考えていない） 

・東北総合サービスにおいて、北仙台ブロック内の愛子ブロック（奥新川～国見）となる見込み。仙台駅の被管理駅と

なる。 

・仙台地区センターの管理助役は在勤指定を解くが、業務内容（設備不具体対応、除草等）は大きく変わらない。 

・委託に伴う現金管理フローは、上期決算もあり、現金の流れを明確にして行う。 

・異常時対応で考えいることは、大きいところで、ポイント不転換対応、人身事故時の現地責任者、中間駅の放送。 

 

（2項）今施策に伴い、関係する社員のモチベーションを高めるため、設備改善などを行うこと。また、出向・転出等に

ついては、本人希望を最大限尊重し丁寧な面談等を行い実施すること。 

（回答）必要な設備は整備していく考えである。 

    また、社員の運用については、任用の基準に則り取り扱うこととなる。 

【交渉のポイント】・この間の駅改修で設備改修は行われている。 ・駅長からのコミュニケーションを取っている。 

 

（3項）愛子駅乗務員休憩室は、今後も継続して使用できるようにすること。また、今後の要員の運用も踏まえて、喫

煙箇所を設置すること。 

（回答）必要な設備は整備していく考えである。 

【交渉のポイント】・喫煙箇所については、今年 4月からの国の基準を満たさない為、使用停止にしていた。年度内に

は使用再開できるように整備したい考えである。（受動喫煙防止をクリアすることが必要） 

 

（4項）施策実施後、問題がある場合は是正・見直し等を行うこと。 

（回答）具体的な提起があれば、「労使間の取扱いに関する協約（平成 30年 10月 1日締結）」に則り、取り扱うこと

となる。 


